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            ─────────────────── 

午前１０時開議 

○益子慎哉議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１７名であります。 

 よって，定足数に達しております。直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 本日の議事日程は，お手元に配付しました議事日程表のとおりといたします。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 議案質疑 議案第２号ないし議案第３１号 

○益子慎哉議長 次，日程第１，議案質疑を行います。議案第２号から議案第３１号まで，以上

３０件を一括議題といたします。通告がありますので発言を許します。 

 ２０番宇野隆子議員の発言を許します。２０番宇野隆子議員。 

〔２０番 宇野隆子議員 質問者席へ〕 

○２０番（宇野隆子議員） おはようございます。日本共産党の宇野隆子です。私は議案第２号，

議案第４号，議案第１５号，議案第２２号の４件を通告しておりますので質疑を行います。 

 まず，議案第２号常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の制定についてです。

ここでは３点伺いたいと思います。 

 １ページの提案理由によりますと，「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する

法律」，この規定に基づきということで理由が述べられております。この派遣等に関する法律に

よりますと，派遣期間は最高３年を超えることはできないと，このようになっております。派遣

期間についてですけれども，どのような形で決めていくのか伺いたいと思います。 

 ２点目は５ページになります。規則第２条派遣先の団体，社会福祉法人常陸太田市社会福祉協

議会ほか３団体，合わせて４団体となっております。当面，派遣先としてはどこの団体を予定し

ているのかお伺いしたいと思います。 

 ３点目は，１団体の複数による派遣もあるのか伺います。 

 次に，議案第４号常陸太田行政組織条例の一部改正についてです。 

 １０ページになります。提案理由によりますと，債権管理の一元化を行うことにより市の債権

管理の効率化を図るためとあります。市長の施政方針でも，行政経営基盤の強化，この中で市の

債権管理の効率化を述べておりますが，３点伺いたいと思います。 

 １点目は，税外収入金の収納を県内で先駆けて段階的に，５年間ということで一元化をして効

率化を図るという，このような議案の説明がありました。市民の側から見て，債権管理一元化の

メリットがあるのか，メリットについて伺います。 

 ２点目は，債権管理一元化する債権について伺います。 

 ３点目に，納税課は現在何名で業務を行っているのか。現在の職員数と，もう一つは，施政方

針によりますと納税課の名称を収納課に変更するとありますけれども，収納課に変更した場合，

今後の体制について伺います。 
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 次に，議案第１５号平成２８年度一般会計補正予算について，４点伺いたいと思います。 

 歳入ですけれども，ここで３点伺いたいと思います。１２ページ，１３款３目１節保健衛生使

用料です。永代使用料 1,０８０万 8,０００円補正増となっております。当初予算で見ますと，瑞

竜霊園１０区画で４４０万円計上しておりますけれども，今回の補正を見ますと，はるかに販売

実績が伸びていると，増収になっていると言えるわけですけれども，この補正増の内訳について

伺いたいと思います。 

 次のページですけれども，１３ページ，１４款国庫支出金７目農林水産業費国庫補助金１節農

業費補助金山村活性化支援交付金９５０万円，この件について伺いたいと思います。 

 これは昨年の６月の定例会で補正になった内容ですけれども，このときに私も議案質疑を行っ

ております。そして今回，議案の説明の中で竹を活用すると，このような事業になっていたけれ

ども，これを牧場ですね，酪農のほうに事業を変えるという説明がありました。これについて伺

いたいと思うんですけれども，そもそもこの山村活性化支援交付金は３年間の事業でありまして，

議案説明にもありましたが，竹チップあるいは竹パウダーの土壌改良剤ですね，そういうことで

事業を進めていくと伺っておりました。この中で事業が進められてきたと思うんですけれども，

なぜ今回，交付金申請をしておきながら取りやめたのか，事業を変更したのか，その経過と理由

についてまず伺いたいと思います。 

 ３点目，１５ページになりますけれども，２０款３目３節の雑入です。この中にあります福島

第一原子力発電所事故に係る損害賠償金６６５万 5,０００円についてです。平成２７年度の有害

鳥獣，この補償額が確定したという説明を伺っておりますけれども，これは平成２７年度請求額

が幾らであったのか，その内訳について伺いたいと思います。 

 次に，歳出ですけれども，ここで１点伺います。 

 １７ページ，２款総務費の３目財産管理費２５節積立金ですけれども，減債基金積立金，将来

の地方債の返還に充てていくということでありまして，今回積み増しされまして金額が３億 1,２

３２万 3,０００円となっております。この残高ですね，年度末で幾らになるのか，この１点伺い

たいと思います。 

 補正は以上です。 

 次に，議案第２２号平成２９年度常陸太田市予算書，これについて１点だけ伺いたいと思うん

ですけれども，この中の歳出になります。１３７ページ，この中の９款１目学校管理費，この中

の１５節工事請負費，小学校の学校整備工事ということで，扇風機整備ということで 4,７６５万

9,０００円が上げられております。同じく１４０ページですけれども，１５節工事請負費，こち

らは中学校の扇風機整備ですが，整備等々含まれておりまして，中学校の金額でいいますと 1,１

５８万 4,０００円になるかと思います。 

 この小中学校に整備する扇風機の整備計画，あるいは整備内容について伺いたいと思うんです

けれども，これはこれまで私も一般質問の中で２回にわたって，小中学校への暑さ対策，教育環

境整備，これにはぜひエアコンをということで市長にも答弁いただいてきました。今回，新年度

予算で扇風機ということで決定されまして，本会議で私も質問しておりますので，本会議でこの
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扇風機の件につきましては伺っておきたいなという思いもありまして質疑をさせていただきまし

た。 

 予算の概要ですね，内示の際に小中学校普通教室扇風機設置事業ということで，小学校は１０

校１００教室に，中学校が６校６２教室の普通教室に扇風機を設置すると，このようなことで学

習環境の改善を図るという説明を受けておりますが，教室にどのように扇風機を整備していくの

か，そういった整備内容と，それから工事の時期ですけれども，工事はどのように進めていくの

か。 

 それともう１点ですけれども，扇風機ということで決定されまして，今後，特別教室，例えば

図書室などにはエアコンを設置していくということですが，今回，普通教室にこういうことで扇

風機ということですから，当分エアコンにはならないだろうとは思うんですけれども，今，学校

を見ますと，教室に扇風機のところ，あるいはエアコンのところ，あるいは扇風機とエアコンと。

これは文教民生委員会で大子町に行きまして見てきましたけれども，今，扇風機とエアコンが一

番子どもたちの教育環境の整備としては，快適に学習に励むのにはいいだろうと言われておりま

す。このあたりの今後の考えですけれども，これもあわせて質疑をいたします。 

 以上で１回の質疑を終わります。 

○益子慎哉議長 答弁を求めます。総務部長。 

○植木宏総務部長 初めに議案第２号常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の

制定について，３点の質問にお答えをいたします。 

 １点目の派遣期間でございますが，法律に規定をされておりまして，原則として３年を超える

ことができないものでございますけれども，任命権者が特に必要と認めるときは団体及び職員の

同意を得て５年まで延長ができるものでございます。 

 これを受けまして，市におきましては，市職員を派遣する理由が派遣先の経営状況の改善や特

定の役職への就任など，それぞれの派遣先によって異なってまいりますので，特定の役職への就

任の場合はその役職の任期等もございます。また，そういうものもございますので，派遣期間に

ついては法律に定めがございます最長５年以内，この中でそれぞれの派遣先の状況や理由等によ

りまして決定をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 ２点目の派遣先の予定でございますけれども，来年度におきましてはシルバー人材センター，

観光物産協会，里美ふるさと振興公社の３つの団体を予定いたしているところでございます。 

 ３点目の派遣職員数でございますが，法律及び条例におきまして１団体に派遣をできます職員

数に制限は設けてございませんので，複数職員の派遣も可能としてございます。それぞれの派遣

理由や状況に応じまして決定をしてまいりたいと考えてございます。 

 次に，議案第４号常陸太田市行政組織条例の一部改正について，３点の質問にお答えをさせて

いただきます。 

 １点目の市民の方から見た債権管理の一元化のメリットでございますが，市税のほか複数の債

権を滞納されている方につきましては，これまで滞納となっている債権の所管課がそれぞれに納

付相談等を行っておりました。債券管理の一元化により窓口も一本化をされてまいりますので，
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ワンストップ化をされますことから負担の軽減となるものでございます。 

 また，複数の債権をあわせた滞納状況を把握することによりまして，生活状況等に合わせまし

て完納に向けた納付計画が立てやすくなりますことから，滞納されている方にとっても納付しや

すい状況を作ることができるものと考えているところでございます。 

 次に，２点目の債権管理の一元化を行う主な債権でございます。現在は納税課におきまして，

市税，国民健康保険税，後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収事務を一元化しております

ものに加えまして，平成２９年度からは，段階的に保育所保育料，市営住宅使用料，水道料金，

下水道使用料，簡易水道料金などの債権について一元化をしてまいりたいと考えているところで

ございます。 

 ３点目の納税課の現在の職員数と今後の体制についてでございますけれども，現在，納税課は

課長を含めまして１１名の職員がおります。債権管理の一元化を段階的に進めてまいりますと，

納税課におけます業務が増加をすることになりますので，今後，費用対効果等を十分に検証しな

がら，一元化をする債権の種類や内容等を考慮いたしまして，適切な人員の配置をしてまいりた

いと考えているところでございます。 

 次に，議案第１５号平成２８年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）についてご質問のう

ち総務部関係の２点の質問にお答えさせていただきます。 

 １点目，１５ページの福島原発事故に係る損害賠償金でございますが，今回補正をいたしまし

た福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償金６６５万 5,０００円は，議員ご発言のとおり，平

成２７年度の有害鳥獣被害防止対策助成費でございます。この内容でございますけれども，イノ

シシの処分費用の助成費に対する損害賠償金でございまして，６２４頭分６６５万 5,０００円の

内容でございます。なお，これらの費用でございますけれども，東京電力に請求を全額いたしま

して全額入金をされているものでございます。 

 ２点目の１７ページ，減債基金積立金でございますけれども，補正予算（第６号）後の平成２

８年度末におけます基金現在高の見込みは７７億 9,４００万円でございます。 

○益子慎哉議長 市民生活部長。 

○樫村浩治市民生活部長 議案第１５号平成２８年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）の

中で，歳入予算の１３款１項３目衛生使用料霊園永代使用料 1,０８０万 8,０００円の歳入増につ

いての中で，霊園の販売区画数の内訳についての質問でございますが，現段階におきまして，瑞

竜霊園では３２区画，それから町屋霊園で１区画，里美地区にございます大中第二霊園において

１区画，合わせまして３４区画の使用が既に決定をしておりまして 1,５４３万 8,０００円の収入

済み額がありますことから，今議会において 1,０８０万 8,０００円を補正増として計上させてい

ただいたわけでございます。 

 以上でございます。 

○益子慎哉議長 農政部長。 

○滑川裕農政部長 続きまして，農政部関係の議案第１５号補正予算，１３ページ，歳入１４款

２項７目農林水産業費国庫補助金山村活性化支援交付金における９５０万円の減額補正にかかわ
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る質問にお答えいたします。 

 その経過と理由でございますが，山村活性化支援交付金につきましては，県酪農業協同組合連

合会から今年度末をもって里美共同模範牧場からの撤退の方針が示され，その土地所有者である

小里財産区より，平成２８年２月２６日付で要望書「返還される敷地の利活用の計画策定につい

て」が市に提出され，跡地の利用についての協議を行ってまいりました。 

 その協議においては，本来であれば，今後も従来どおり牧場として利用を継続していくことが

最善策として跡地利用者を模索しておりましたが，その該当者がおらず，その結果，跡地を取り

巻く施設の正格上，景観維持の観点から企業への働きかけをし，地域の魅了資源である竹を活用

したチップによる土壌改良を行い，広葉樹の植樹を３年間で計画したものでございます。 

 この竹の活用による地域の活性化について，山村活性化支援交付金を国・県との協議を進め交

付が可能となったため，平成２８年６月の第２回定例会に９５０万円の補正を計上さしていただ

きました。しかしながら，その後，地域の方から跡地を借り受け牧場として継続したい旨の申し

出があり，９月２６日付をもって財産区が土地貸借の契約に至ったものでございます。これを受

けまして，市としては当該交付金による事業展開が困難と判断し，交付金の取り消しについて国

及び県と協議を進めてまいりました。これにより，平成２９年１月２５日をもって取り消しが国

より承認がなされたため，今回，減額補正を計上させていただいたものでございます。 

○益子慎哉議長 教育次長。 

○菊池武教育次長 議案第２２号平成２９年度一般会計予算についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 １３７ページの教育費小学校費の学校管理費の中の工事請負費，それから１４０ページの中学

校費の同じく学校管理費の中の工事請負費，学校整備工事費についてお答え申し上げます。 

 まず，工事の内容としては，扇風機を設置予定している学校については，小学校では既に扇風

機を設置している里美小学校と，平成３０年度に統合を予定している水府小学校，山田小学校を

除く１０校に，それから中学校では，校舎改築を予定している水府中学校を除く６校にそれぞれ

設置を予定しております。 

 設置については，普通教室全教室を対象に，１教室について４台の天井設置型の扇風機を設置

するものでありまして，天井に設置不可能な形状の教室については壁への設置を予定しておりま

す。扇風機の種類については，首振り及び風速調整が可能なもので，羽根の直径が４０センチメ

ートルものを設置してまいりたいと考えております。 

 費用については，扇風機１台が約２万 5,０００円程度のものを小学校に４００台，それから中

学校には２４８台を予定しております。 

 工事費といたしまして，配線工事費，それから天井の構造体に直接固定するなどの工事費を含

み，小学校１０校で 3,５０８万 7,０００円，中学校においては６校で 2,４１５万 6,０００円の

予算を計上したものでございます。 

 それから工事の時期についてでございますけども，平成２９年度から有効に活用できるように，

できるだけ早い時期に工事を発注いたしまして，小中学校の夏休みまでには完了していきたいと
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考えております。 

 それから，今回予算計上しているのは，平成２７年度に設置した学校施設検討協議会の中でい

ただいた意見書をもとに，学校整備計画に基づきまして扇風機をそれぞれ設置していくものでご

ざいます。その後，エアコンにつきましては，図書館等の特別教室に順次予定はしております。

また，普通教室のエアコンにつきましては，今後の自然環境，それから周辺自治体等の状況を注

視しながら判断をしてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○益子慎哉議長 宇野議員。 

○２０番（宇野隆子議員） それでは，再質問を行います。 

 再質問は，議案第１５号になりますけれども，補正予算の中で１、２点伺いたいと思います。

１２ページにあります霊園永代使用料ですけれども，これについては先ほど答弁いただきまして

内訳がわかりました。そうしますと，瑞竜霊園の区画ですけれども，これはあとどのぐらい残っ

ているのかについて伺いたいと思います。 

 次に，農林水産業費国庫補助金についてですけれども，当初そういうことで酪連さんが財産区

に土地をお返しするよと，営業は終わりにするのでということで，当初はそういうことだったけ

れども，実際そういうことで同じような事業で酪農をやる人がいればということで探していたけ

れども見つからなかったと。そういうときに，この国庫補助にこういう山村活性化支援事業があ

るということで，これについて申請をして３カ年で事業を進めていこうということで始まったわ

けですよね。 

 最終的には，当初，酪農をと考えていたとおりに，今回，事業変更で酪農をやっていきたいと

いう人が出てきたので，この国庫補助事業を年度途中で取り消すというふうになったわけですけ

れども，ですから，これはやはり当初の計画がどうであったのかというのも１つありますよね。

問題が残るかと思いますけれども，それについてはいろいろ執行部でも検討されたことと思いま

すが，年度途中で国庫補助事業を取り消したと。これは事業としては，どのぐらい行ったのか，

実際に事務としてアルバイトの方も採用しておりますので，この辺のところを伺いたいと思いま

す。まあ事業でどのぐらいの額を使ったのかということで結構です。 

 あと，１５ページ，福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償金，これについてはわかりまし

たけれども，これはイノシシの処分費ということで，そうすると，その他に例えば里美の岡見・

笠石地区の飲料水の水質検査とか，こういったこともやられているかと思います。こういったも

のの検査手数料とか，こういうものは東電さんに賠償はしていかないのか，しているのか，この

あたりを伺いたいと思います。 

 減債基金の積立金についてはわかりました。 

 それから，平成２９年度常陸太田市の予算の関係で，教育次長から今後の環境整備ということ

でご答弁いただきましたので，まあまあわかりました。 

○益子慎哉議長 答弁を求めます。市民生活部長。 

○樫村浩治市民生活部長 瑞竜霊園につきましては，現在，１０平米の１区画のみが残っている
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状況でございます。 

 以上でございます。 

○益子慎哉議長 農政部長。 

○滑川裕農政部長 執行済み額といたしましては，事業の実施の事前準備といたしまして臨時職

員を雇用し，里美地区の竹の所在及び所有者等の調査を実施しており，賃金４４万 2,６００円，

平成２８年度執行予算額の約 4.５％が執行済みとなっております。 

○益子慎哉議長 総務部長。 

○植木宏総務部長 東京電力の賠償金でございますけれども，先ほど説明をいたしましたものの

ほか，簡易水道課が所管をしております岡見・笠石地区の水質検査費用として１１万 2,３２０円，

これについては請求をいたしまして，入金をいたしてございます。なお，金額が少額でございま

したので，補正等はしてないところでございます。 

○益子慎哉議長 宇野議員。 

○２０番（宇野隆子議員） 引き続き３回目の質疑を行いたいと思います。 

 １５号補正予算ですが，この瑞竜霊園の永代使用料ということで質疑させていただきましたけ

れども，残るのは１０平米が１区画のみということですよね。そうすると，新年度，平成２９年

度ですけれども，２９年度の予算を見ますと，霊園永代使用料，これも２万 3,０００円だか何か，

ほんのわずか計上されているんですけれども，じゃあ，新しく整備しないのかと。この工事費も

見ますと，工事額も瑞竜霊園のお墓の整備は新設で上がっていないのです。上がっているのは，

私も昨日，ちょっと見てきたのですが，補正でも出されていました霊園ののり面の崩れたところ

を保護していくということで，そういう部分が載っているようですけれども，今後の整備計画は

どのように考えているのか伺いたいと思います。 

〔発言する者多し〕 

○２０番（宇野隆子議員） わかりました。じゃあ，その１点です。 

○益子慎哉議長 市民生活部長。 

○樫村浩治市民生活部長 ただいまのご質問でございますが，昨日現場をごらんになっていただ

いたということでおわかりかと思いますが，現在，崩れたところつきましては，安定勾配を保つ

ための切り土工法で３段切りにしまして，その工事をやっているところでございます。 

 それで，新年度，２９年度予算の中で計上させていただいておりますのは，今回，その切り土

工法により安定勾配を保ったところへの種子吹き付けなどののり面法などを行いまして，まず，

きちんとのり面を保護してまいりたいと。それと，雨水対策のための排水整備もその中で行って

いきたいと。 

 そこで，区画整理につきましては，こういう状況を見ながら今後，よくまた面の調査を行いな

がら検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○益子慎哉議長 以上で質疑を終結いたします。 

            ─────────────────── 
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○益子慎哉議長 お諮りいたします。 

 議案第２２号から議案第３１号まで，以上１０件につきましては，１６人の委員をもって構成

する予算特別委員会を設置し，これに付託の上，審査することにいたしたいと思いますが，これ

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，議案第２２号から議案第３１号まで，以上１０件については，１６人の委員をもって

構成する予算特別委員会を設置し，これに付託の上，審査することに決しました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました予算特別委員会の委員については，委員会条例第７条第１項の規定に

より，諏訪一則議員，藤田謙二議員，木村郁郎議員，深谷渉議員，平山晶邦議員，菊池伸也議員，

深谷秀峰議員，高星勝幸議員，成井小太郎議員，茅根猛議員，福地正文議員，川又照雄議員，後

藤守議員，黒沢義久議員，髙木将議員，宇野隆子議員，以上１６名を指名いたしたいと思います

が，これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，ただいま指名いたしました１６名を予算特別委員会の委員に選任することに決しまし

た。 

 この際，委員会条例第８条第２項の規定により，委員長及び副委員長の互選をお願いいたしま

す。互選されるまでの間，暫時休憩といたします。 

午前１０時４０分休憩 

            ─────────────────── 

午前１０時４７分再開 

○益子慎哉議長 休憩前に引き続き，会議を開きます。 

 ただいま休憩中に開催されました委員会において，委員長及び副委員長が互選されましたので

ご報告いたします。 

 委員長，高星勝幸議員，副委員長，福地正文議員。 

 以上であります。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 次に，議案第２号から議案第２１号まで並びに議案第２２号から議案第３１号

まで，以上３０件については，お手元に配付してあります議案等委員会付託表のとおり，所管の

常任委員会並びに予算特別委員会に付託いたします。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 以上で本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，３月１７日定刻より本会議を開きます。 
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 本日はこれにて散会いたします。 

午前１０時４８分散会 


